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新旧対照表　島根県週休２日工事試行要領（土木部編）
新 旧

第１条　＜略＞ 第１条　＜略＞
（定義） （定義）
第２条　「週休２日工事」における「月単位の週休２日」
とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場
閉所を行ったと認められる状態（以下、現場閉所月単位４
週８休以上）をいう。

第２条　「週休２日工事」における「週休２日」とは、
対象期間において、週休２日相当の現場閉所（以下、現
場閉所４週８休以上）を行うことをいう。

２　「週休２日工事」における「通期の週休２日」と
は、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を
行ったと認められる状態（以下、現場閉所通期４週８
休以上）をいう。

(追記)

３　「対象期間」とは、工事着手日から工事完成日ま
での期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３
日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を
一時中止している期間のほか、発注者が週休２日の対
象外とする期間は含まない。空港土木工事にあって
は、これらに加えて、空港の運用制限により作業が中
止となった期間は含まない。

２　「対象期間」とは、工事着手日から工事完成日ま
での期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３
日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を
一時中止している期間のほか、発注者が週休２日の対
象外とする期間は含まない。空港土木工事にあって
は、これらに加えて、空港の運用制限により作業が中
止となった期間は含まない。

４　「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検
等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業を
行う場合を除き、１日を通して現場及び現場事務所が
閉所された状態をいう。なお、現場事務所または会社
等で当該工事に関連する事務作業(削除)を行う場合は
現場閉所とはならない。

３　「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検
等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業を
行う場合を除き、１日を通して現場及び現場事務所が
閉所された状態をいう。なお、現場事務所または会社
等で当該工事に関連する事務作業のみを行う場合は現
場閉所とはならない。

（対象工事） （対象工事）
第３条　島根県土木部（建築住宅課及び港湾空港課の
港湾事業を除く）が所管する全ての工事を対象とす
る。ただし、主たる業務の契約数量を日単位としてお
り、その日数が４週８休以上を確保している業務は除
く。

第３条　島根県土木部（建築住宅課及び港湾空港課の
港湾事業を除く）が所管する工事のうち、以下の工事
除いた全ての工事を対象とする。
（１） 発注者が対象期間内での現場施工期間を７日未
満で想定している工事
（２） 主たる業務の契約数量を日単位としており、そ
の日数が４週８休以上を確保している業務

２　農林水産部森林整備課が所管する全ての工事。た
だし、森林整備工事は除く。

（追記）

（発注方式） （発注方式）
第４条　「週休２日工事」の発注方式は、発注時点で
「週休２日工事」を実施することを発注者が指定した
「発注者指定型」を原則とする。ただし、第３項の対
象となる工事は除く。

第４条　「週休２日工事」の発注方式は、発注時点で
「週休２日工事」を実施することを発注者が指定した
「発注者指定型」を原則とする。ただし、第３項の対
象となる工事は除く。

２　「発注者指定型」
発注者が、発注時から受注者に対して「月単位の週休
２日」の確保に取り組むことを指定する発注方式であ
る。

２　「発注者指定型」
発注者が、発注時から受注者に対して週休２日の確保
に取り組むことを指定する発注方式である。

３　「受注者希望型」
受注者が、工事着手前に発注者と協議し、「月単位の
週休２日」の確保に取り組むか否かを選択する発注方
式である。対象となる工事は、以下のいずれかとす
る。
（１）災害復旧工事
（２）社会的要請等により早期の工事完成が望まれる
工事
例１）緊急的、時間的制約があるもの
例２）工期に関する特記仕様書「２．当初工期の設定
において、制限となる事項の有無」において、「制限
あり」とした工事

３　「受注者希望型」
受注者が、工事着手前に発注者と協議し、週休２日の
確保に取り組むか否かを選択する発注方式である。対
象となる工事は、以下のいずれかとする。
（１）災害復旧工事
（２）社会的要請等により早期の工事完成が望まれる
工事
例１）緊急的、時間的制約があるもの
例２）工期に関する特記仕様書「２．当初工期の設定
において、制限となる事項の有無」において、「制限
あり」とした工事



新旧対照表　島根県週休２日工事試行要領（土木部編）
新 旧

（３）道路及び河川維持管理業務（一括発注方式）等
の履行期限があらかじめ決められているもの
また、現場閉所を原則とするが、困難と判断した場
合、受注者は「週休２日交替制工事」を選択すること
ができる。ただし、港湾空港課所管の空港事業は、
「週休２日交替制工事」を選択することができない。
「週休２日交替制工事」における「月単位の週休２
日」とは、対象期間において、全ての月で技術者及び
技能労働者が交替しながら、週休２日相当（以下、交
替制月単位４週８休以上）の休日を確保する工事のこ
とをいう。
「週休２日交替制工事」における「通期の週休２日」
とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交
替しながら、週休２日相当（以下、交替制通期４週８
休以上）の休日を確保する工事のことをいう。
「技術者及び技能労働者」とは、施工体制台帳に記載
した元請業者及び下請業者における、現場に従事した
全ての技術者及び技能労働者をいう。ただし、対象工
事に従事する期間が著しく短い者を除く。

（３）道路及び河川維持管理業務（一括発注方式）等
の履行期限があらかじめ決められているもの
また、現場閉所を原則とするが、困難と判断した場
合、受注者は「週休２日交替制工事」を選択すること
ができる。ただし、港湾空港課所管の空港事業は、
「週休２日交替制工事」を選択することができない。
「週休２日交替制工事」における「週休２日」とは、
対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しな
がら、週休２日相当（以下、交替制４週８休以上）の
休日を確保する工事のことをいう。
「技術者及び技能労働者」とは、施工体制台帳に記載
した元請業者及び下請業者における、現場に従事した
全ての技術者及び技能労働者をいう。ただし、対象工
事に従事する期間が著しく短い者を除く。

（実施方法） （実施方法）
第５条　発注者は、設計図書に「島根県週休２日工事
特記仕様書」を添付し、一般競争入札においては入札
公告文の表紙に、指名競争入札においては仕様書の表
紙の記事欄に、「週休２日工事（発注者指定型）」ま
たは「週休２日工事（受注者希望型）」である旨を明

第５条　発注者は、設計図書に「島根県週休２日工事特
記仕様書」を添付し、一般競争入札においては入札公告
文の表紙に、指名競争入札においては仕様書の表紙の記
事欄に、「週休２日工事（発注者指定型）」または「週
休２日工事（受注者希望型）」である旨を明記するもの
とする。２　受注者は、「発注者指定型」においては、<工期に

関する特記仕様書>に定める「週休２日工事」を確保で
きる工期を受発注者間で共有した後、「休日取得計画
表（島根版）」等により取得計画を施工計画書に記載
し、監督職員へ提出するものとする。

２　受注者は、「発注者指定型」においては、<工期に関
する特記仕様書>に定める「週休２日工事」を確保できる
工期を受発注者間で共有した後、「休日取得計画表（島
根版）」等により取得計画を施工計画書に記載し、監督
職員へ提出するものとする。

３　受注者は、「受注者希望型」においては、契約
後、施工計画書の提出時に、「週休２日工事」または
「週休２日交替制工事」の実施希望の有無を書面によ
り発注者に報告するものとする。

３　受注者は、「受注者希望型」においては、契約後、
施工計画書の提出時に、「週休２日工事」または「週休
２日交替制工事」の実施希望の有無を書面により発注者
に報告するものとする。

４　受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場
合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日の確
認方法を記載し、提出するものとする。

４　受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場合
は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日の確認方
法を記載し、提出するものとする。

（削除） ５　発注者が対象期間内での現場施工期間を７日未満で
想定し、契約時に対象外としていた工事について、現場
施工期間が７日以上必要なことが判明した場合は、受発
注者間の協議により週休２日対象工事とすることが妥当
と判断されれば、その対象とすることができる。なお、
その実施方法は「受注者希望型」に準ずる。

５　その他実施にあたっては「島根県週休２日工事特
記仕様書」により行うものとする。

６　その他実施にあたっては「島根県週休２日工事特記
仕様書」により行うものとする。

第６条　＜略＞ 第６条　＜略＞

（工事費の積算及び設計変更） （工事費の積算及び設計変更）
第７条　発注者は、「発注者指定型」においては、そ
れぞれの経費に別紙１の現場閉所月単位４週８休以上
の補正係数を乗じた予定価格で発注するものとする。
　なお、現場閉所月単位４週８休以上が確保できな
かった場合は、現場閉所通期４週８休以上の補正係数
に設計変更するものとし、通期の週休２日が確保でき
なかった場合は、補正なしとして設計変更するものと
する。

第７条　発注者は、「発注者指定型」においては、そ
れぞれの経費に別紙１の現場閉所４週８休以上の補正
係数を乗じた予定価格で発注するものとし、現場閉所
４週８休以上が確保できなかった場合は、補正なしと
して設計変更するものとする。

２　発注者は、「受注者希望型」においては、週休２
日の取り組みに際して、対象期間中の現場の閉所また
は休日状況に応じて、別紙１のとおり、それぞれの経
費に補正係数を乗じて設計変更するものとする。
なお、道路または河川維持管理業務等で複数年にわ
たって履行期限を設定し年度毎に分けて積算したもの
については、対象期間を各年度とし、週休２日に係る
設計変更を各年度末に行うものとする。

２　発注者は、「受注者希望型」においては、週休２
日の取り組みに際して、対象期間中の現場の閉所また
は休日状況に応じて、別紙１のとおり、それぞれの経
費に補正係数を乗じて設計変更するものとする。
なお、道路または河川維持管理業務等で複数年にわ
たって履行期限を設定し年度毎に分けて積算したもの
については、対象期間を各年度とし、週休２日に係る
設計変更を各年度末に行うものとする。



新旧対照表　島根県週休２日工事試行要領（土木部編）
新 旧

３　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取
り組みを行った場合であっても、現場閉所率または休
日が確保できなかった事由について、疑義がある場合
は受発注者協議により確認すること。

３　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取
り組みを行った場合であっても、現場閉所率または休
日が確保できなかった事由について、疑義がある場合
は受発注者協議により確認すること。

（履行証明書） （履行証明書）
第８条　発注者は、第５条に定められた実施方法によ
り週休２日に取り組み、通期４週８休以上の現場閉所
または休日が確認でき、かつ竣工検査に合格した工事
について、受注者から「週休２日工事履行証明書」
（様式２）が提出された場合、記載内容を確認の上、
週休２日工事の履行を証明するものとする。

第８条　発注者は、第５条に定められた実施方法によ
り週休２日に取り組み、４週６休以上の現場閉所また
は休日が確認でき、かつ竣工検査に合格した工事につ
いて、受注者から「週休２日工事履行証明書」（様式
２）が提出された場合、記載内容を確認の上、週休２
日工事の履行を証明するものとする。

第９条　＜略＞ 第９条　＜略＞

附則
（施行期日）
　この要領は、令和５年８月１日から施行する。
（施行期日）
　この要領は、令和６年２月２２日から施行する。
（施行期日）
　この要領は、令和６年４月１日から施行する。
（施行期日）
　この要領は、令和６年１０月１日から施行する。

（適用）
この要領は、施行日以降に起案する発注工事等から適
用する。

附則
（施行期日）
　この要領は、令和５年８月１日から施行する。
（施行期日）
　この要領は、令和６年２月２２日から施行する。
（施行期日）
　この要領は、令和６年４月１日から施行する。

（適用）
この要領は、施行日以降に起案する発注工事等から適
用する。

別紙１ 別紙１
（１）現場の閉所または休日状況 （１）現場の閉所または休日状況
①月単位４週８休以上
対象期間において、全ての月で現場閉所率または技術者及び技
能労働者の休日率※１が２８．５％（８日／２８日）以上の場
合。ただし、週休２日工事において、暦上の土曜日・日曜日の
閉所では２８．５％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日
の合計日数以上に閉所を行っている場合に、月単位４週８休
（２８．５％）以上を達成しているものとみなす
②通期４週８休以上
現場閉所率または技術者及び技能労働者の休日率※１が２８．
５％（８日／２８日）以上の場合

①４週８休以上
現場閉所率または技術者及び技能労働者の休日率※１が２８．
５％（８日／２８日）以上の場合
②４週７休以上４週８休未満
現場閉所率または技術者及び技能労働者の休日率※１が２５．
０％（７日／２８日）以上の場合
③４週６休以上４週７休未満
現場閉所率または技術者及び技能労働者の休日率※１が２１．
４％（６日／２８日）以上の場合

※１　技術者及び技能労働者の休日率とは、休日日数／従事日
数※２の割合の平均値をいう。
※２　従事日数とは、技術者及び技能労働者ごとの従事期間の
内、対象期間に含まない期間を除いた日数とする。なお、技術
者及び技能労働者ごとの従事期間は、施工体制台帳に記載され
た工期を基本とするが、従事期間中に該当現場に従事しない期
間が連続して1ヶ月以上生じる場合は、その期間を従事期間か
ら除外する。その他疑義が生じた場合は受発注者協議により、

※１　技術者及び技能労働者の休日率とは、休日日数／従事日
数※２の割合の平均値をいう。
※２　従事日数とは、技術者及び技能労働者ごとの従事期間の
内、対象期間に含まない期間を除いた日数とする。なお、技術
者及び技能労働者ごとの従事期間は、施工体制台帳に記載され
た工期を基本とするが、従事期間中に該当現場に従事しない期
間が連続して1ヶ月以上生じる場合は、その期間を従事期間か
ら除外する。その他疑義が生じた場合は受発注者協議により、

（２）補正係数
　１）週休２日工事

（２）補正係数
　１）週休２日工事

（削除）
・空港灯火工事は労務費のみを補正の対象とする。
・市場単価方式による積算にあたっては、別表１に示す補正係
数を乗じるものとする。
・土木工事標準単価による積算にあたっては別表２に示す補正
係数を乗じるものとする。

・下段（）書きの数値は、空港土木工事に適用する。
・空港灯火工事は労務費のみを補正の対象とする。
・市場単価方式による積算にあたっては、別表１に示す補正係
数を乗じるものとする。
・土木工事標準単価による積算にあたっては別表２に示す補正
係数を乗じるものとする。

 労務費 
機械経費 

（賃料） 
共通仮設費率 現場管理費率 

①現場閉所 

４週８休以上 

1.05 

(1.05) 

1.04 

(1.04) 

1.04 

(1.03) 

1.06 

(1.04) 

②現場閉所 

４週７休以上 

４週８休未満 

1.03 

(1.03) 

1.03 

(1.03) 

1.03 

(1.02) 

1.04 

(1.03) 

③現場閉所 

４週６休以上 

４週７休未満 

1.01 

(1.01) 

1.01 

(1.01) 

1.02 

(1.01) 

1.03 

(1.01) 

 

 労務費 
機械経費 

（賃料） 
共通仮設費率 現場管理費率 

①現場閉所月単位 

４週８休以上 
1.04 1.02 1.03 1.05 

②現場閉所通期 

４週８休以上 
1.02 1.02 1.02 1.03 

 



新旧対照表　島根県週休２日工事試行要領（土木部編）
新 旧

２）週休２日交替制工事 ２）週休２日交替制工事

・市場単価方式による積算にあたっては、別表１に示す補正係数を乗じ
るものとする。
・土木工事標準単価による積算にあたっては別表２に示す補正係数を乗
じるものとする。

（追記）
・土木工事標準単価による積算にあたっては別表２に示す補正
係数を乗じるものとする。

　別表１ 　別表１

市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関す
る補正係数

市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関す
る補正係数

 労務費 現場管理費率 

①交替制 

４週８休以上 
1.05 1.03 

②交替制 

４週７休以上 

４週８休未満 

1.03 1.02 

③交替制 

４週６休以上 

４週７休未満 

1.01 1.01 

 労務費 現場管理費率 

①交替制月単位 

４週８休以上 
1.04 1.03 

②交替制通期 

４週８休以上 
1.02 1.01 

通期 月単位 通期 月単位

鉄筋工（太径鉄筋含む） 1.02 1.04 1.02 1.04
鉄筋工（ガス圧接工） 1.02 1.03 1.02 1.03

設置 1.01 1.01 1.01 1.01
撤去 1.02 1.04 1.02 1.04
設置 1.00 1.01 1.00 1.01
撤去 1.02 1.04 1.02 1.04
設置 1.00 1.01 1.00 1.01
撤去 1.02 1.04 1.02 1.04
設置 1.02 1.04 1.02 1.04
撤去 1.02 1.04 1.02 1.04

防護柵設置工（落石防護柵） 1.01 1.01 1.01 1.01
防護柵設置工（落石防止網） 1.01 1.02 1.01 1.02
法面工 1.01 1.02 1.01 1.02
吹付枠工 1.01 1.03 1.01 1.03
木材チップ植生基材吹付工 1.01 1.02 1.01 1.02

植樹 1.02 1.04 1.02 1.04
剪定 1.02 1.04 1.02 1.04

橋梁用伸縮継手装置設置工 1.01 1.02 1.01 1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1.02 1.04 1.02 1.04
薄層カラー舗装工 1.00 1.01 1.00 1.01

設置 1.00 1.01 1.00 1.00
撤去・移設 1.02 1.03 1.01 1.03

設置 1.01 1.01 1.01 1.01
撤去 1.02 1.04 1.02 1.04

公園植栽工 1.02 1.04 1.02 1.04
軟弱地盤処理工 1.01 1.02 1.01 1.02
橋面防水工 1.01 1.01 1.01 1.01
グルービング工 1.00 1.01 1.00 1.01
鉄筋挿入工（ロックボルト工） 1.02 1.03 1.01 1.03

コンクリート表面処理工
（ウォータージェット工）

1.01 1.01 1.01 1.01

硬質塩化ビニル管設置工 1.01 1.02 1.01 1.02
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 1.01 1.02 1.01 1.02
砂基礎工 人力施工 1.02 1.04 1.02 1.04
砂基礎工 機械施工 1.02 1.04 1.02 1.04
砕石基礎工 人力施工 1.02 1.04 1.02 1.04
砕石基礎工 機械施工 1.02 1.04 1.02 1.04
組立マンホール設置工 1.02 1.03 1.01 1.03
小型マンホール工 1.00 1.01 1.00 1.01
取付管およびます設置工 ます設置工 1.00 1.01 1.00 1.01

取付管およびます設置工 取付管布設
及び支管取付工

1.01 1.02 1.01 1.02

道路標識設置工

道路付属物設置工

インターロッキングブロック工

防護柵設置工（ガードレール）

防護柵設置工（横断・転落防止柵）

道路植栽工

防護柵設置工（ガードパイプ）

補正係数
現場閉所 交替制

名称 区分

※「木材チップ現地破砕工」、「大型ブロック工」については、「建設工事積算基準第15編（単価）」による。

市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

４週６休以上
４週７休未満

４週７休以上
４週８休未満

４週８休以上

鉄筋工（太径鉄筋含む） 1.01 1.03 1.05
鉄筋工（ガス圧接工） 1.01 1.02 1.04

設置 1.00 1.01 1.02
撤去 1.01 1.03 1.05
設置 1.00 1.01 1.01
撤去 1.01 1.03 1.05
設置 1.00 1.01 1.01
撤去 1.01 1.03 1.05
設置 1.01 1.03 1.04
撤去 1.01 1.03 1.05

防護柵設置工（落石防護柵） 1.00 1.01 1.02
防護柵設置工（落石防止網） 1.01 1.02 1.03
法面工 1.00 1.01 1.02
吹付枠工 1.01 1.02 1.03
木材チップ植生基材吹付工 1.00 1.01 1.02

植樹 1.01 1.03 1.05
剪定 1.01 1.03 1.05

橋梁用伸縮継手装置設置工 1.00 1.01 1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1.00 1.02 1.04
薄層カラー舗装工 1.00 1.00 1.01

設置 1.00 1.01 1.01
撤去・移設 1.01 1.03 1.04

設置 1.00 1.01 1.02
撤去 1.01 1.03 1.05

公園植栽工 1.01 1.03 1.05
軟弱地盤処理工 1.00 1.01 1.02
橋面防水工 1.00 1.01 1.02
グルービング工 1.00 1.01 1.01
鉄筋挿入工（ロックボルト工） 1.01 1.02 1.03

コンクリート表面処理工
（ウォータージェット工）

1.00 1.01 1.01

硬質塩化ビニル管設置工 1.01 1.02 1.03
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 1.01 1.02 1.03
砂基礎工 人力施工 1.01 1.03 1.05
砂基礎工 機械施工 1.01 1.03 1.05
砕石基礎工 人力施工 1.01 1.03 1.05
砕石基礎工 機械施工 1.01 1.03 1.05
組立マンホール設置工 1.01 1.03 1.05
小型マンホール工 1.00 1.00 1.01
取付管およびます設置工 ます設置工 1.00 1.01 1.01

取付管およびます設置工 取付管布設
及び支管取付工

1.00 1.01 1.02

※「木材チップ現地破砕工」、「大型ブロック工」については、「建設工事積算基準第15編（単価）」に
よる。

防護柵設置工（ガードレール）

名称 区分
補正係数

インターロッキングブロック工

防護柵設置工（ガードパイプ）

防護柵設置工（横断・転落防止柵）

道路標識設置工

道路付属物設置工

道路植栽工



新旧対照表　島根県週休２日工事試行要領（土木部編）
新 旧

　別表２ 　別表２

土木工事標準単価による週休２日の取得に要する費用の計
上に関する補正係数

土木工事標準単価による週休２日の取得に要する費用の計
上に関する補正係数

4週6休以上、
4週7休未満

4週7休以上、
4週8休未満

4週8休以上
4週6休以上、
4週7休未満

4週7休以上、
4週8休未満

4週8休以上

区画線工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05
高視認性区画線工 1.01 1.03 1.04 1.01 1.03 1.04
橋梁塗装工 1.01 1.02 1.03 1.01 1.02 1.03

機械 1.01 1.03 1.04 1.01 1.02 1.04
人力 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

コンクリートブロック積工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.04
排水構造物工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.02 1.04
鋼製排水溝設置工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

固定足場 1.01 1.02 1.03 1.01 1.02 1.03
高所作業車 1.01 1.02 1.03 1.01 1.02 1.03
固定足場 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05
高所作業車 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.04
固定足場 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05
高所作業車 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.04
固定足場 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05
高所作業車 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.04
固定足場 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05
高所作業車 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.04

防草シート設置工 1.01 1.02 1.04 1.01 1.02 1.04
固定足場 1.01 1.02 1.02 1.00 1.01 1.02
高所作業車 1.00 1.01 1.02 1.00 1.01 1.02

塗膜除去工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05
バキュームブラスト工 1.00 1.01 1.02 1.00 1.01 1.01

設置 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.01
撤去 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

仮設防護柵設置工
（仮設ガードレール）

1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

機械式継手工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05
抵抗板付鋼製杭基礎工 1.01 1.03 1.04 1.00 1.01 1.02
ノンコーキング式
コンクリートひび割れ誘発目地設置工 1.00 1.01 1.02 1.00 1.01 1.02

ＦＲＰ製格子状パネル設置工 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.01
侵食防止用植生マット工
（養生マット工）

1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

支承金属溶射工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05
耐圧ポリエチレンリブ管
（ハウエル管）設置工

1.01 1.03 1.04 1.01 1.02 1.04

※「ペイント式(手動)」については、「建設工事積算基準第15編（単価）」による。

表面含浸工

表面被覆工
（コンクリート保護塗装）

構造物とりこわし工

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

道路反射鏡設置工

漏水対策材設置工

剥落防止工
（アラミドメッシュ）

連続繊維シート補強工

現場閉所 交替制名称 区分

補正係数
土木工事標準単価による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

通期 月単位 通期 月単位

区画線工 1.02 1.04 1.02 1.04
高視認性区画線工 1.02 1.04 1.02 1.04
橋梁塗装工 1.01 1.03 1.01 1.03

機械 1.02 1.03 1.01 1.03
人力 1.02 1.04 1.02 1.04

コンクリートブロック積工 1.02 1.04 1.02 1.03
排水構造物工 1.02 1.04 1.02 1.03
鋼製排水溝設置工 1.02 1.04 1.02 1.04

固定足場 1.01 1.02 1.01 1.02
高所作業車 1.01 1.02 1.01 1.02
固定足場 1.02 1.04 1.02 1.04
高所作業車 1.02 1.04 1.02 1.03
固定足場 1.02 1.04 1.02 1.04
高所作業車 1.02 1.04 1.02 1.03
固定足場 1.02 1.04 1.02 1.04
高所作業車 1.02 1.04 1.02 1.03
固定足場 1.02 1.04 1.02 1.04
高所作業車 1.02 1.04 1.02 1.03

防草シート設置工 1.01 1.03 1.01 1.03
固定足場 1.01 1.02 1.01 1.02
高所作業車 1.01 1.01 1.01 1.01

塗膜除去工 1.02 1.04 1.02 1.04
バキュームブラスト工 1.01 1.01 1.00 1.01

設置 1.00 1.01 1.00 1.01
撤去 1.02 1.04 1.02 1.04

仮設防護柵設置工
（仮設ガードレール）

1.02 1.04 1.02 1.04

機械式継手工 1.02 1.04 1.02 1.04
抵抗板付鋼製杭基礎工 1.02 1.03 1.01 1.02
ノンコーキング式
コンクリートひび割れ誘発目地設置工

1.01 1.01 1.01 1.01

ＦＲＰ製格子状パネル設置工 1.00 1.00 1.00 1.00
侵食防止用植生マット工
（養生マット工）

1.02 1.04 1.02 1.04

支承金属溶射工 1.02 1.04 1.02 1.04
耐圧ポリエチレンリブ管
（ハウエル管）設置工

1.02 1.03 1.02 1.03

現場閉所 交替制

※「ペイント式(手動)」については、「建設工事積算基準第15編（単価）」による。

名称 区分

道路反射鏡設置工

表面被覆工
（コンクリート保護塗装）

表面含浸工

連続繊維シート補強工

剥落防止工
（アラミドメッシュ）

漏水対策材設置工

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

構造物とりこわし工

補正係数



新旧対照表　島根県週休２日工事特記仕様書（土木部編）
新 旧

本工事は、島根県週休２日工事（以下「週休２日工
事」）の対象である。

本工事は、島根県週休２日工事（以下「週休２日工
事」）の対象である。

１　定義 １　定義
（１）「週休２日工事」における「月単位の週休２
日」とは、対象期間において、全ての月で４週８休以
上の現場閉所を行ったと認められる状態（以下、現場
閉所月単位４週８休以上）をいう。

（１）「週休２日工事」における「週休２日」とは、
対象期間において、週休２日相当の現場閉所（以下、
現場閉所４週８休以上）をすることをいう。

（２）「週休２日工事」における「通期の週休２日」
とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を
行ったと認められる状態（以下、現場閉所通期４週８
休以上）をいう。

(追記)

（３）「対象期間」とは、工事着手日から工事完成日ま
での期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日
間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時
中止している期間のほか、発注者が週休２日の対象外と
する期間は含まない。空港土木工事にあっては、これら
に加えて、空港の運用制限により作業が中止となった期
間は含まない。

（２）「対象期間」とは、工事着手日から工事完成日
までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇
３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体
を一時中止している期間のほか、発注者が週休２日の
対象外とする期間は含まない。空港土木工事にあって
は、これらに加えて、空港の運用制限により作業が中
止となった期間は含まない。

（４）「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検
等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業を行
う場合は除き、１日を通して現場及び現場事務所が閉所
された状態をいう。
　なお、現場事務所または会社等で当該工事に関連する
事務作業を行う場合は現場閉所とはならない。

（３）「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検
等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業を行
う場合は除き、１日を通して現場及び現場事務所が閉所
された状態をいう。
　なお、現場事務所または会社等で当該工事に関連する
事務作業のみを行う場合は現場閉所とはならない。

２　実施方法 ２　実施方法
（１）受注者は、発注者指定型においては、契約後、<工
期に関する特記仕様書>に定める「週休２日工事」を確保
できる工期を受発注者間で共有した後、「休日取得計画
表（島根県版）」等により取得計画を施工計画書に記載
し、監督職員へ提出するものとする。

（１）受注者は、発注者指定型においては、契約後、<工
期に関する特記仕様書>に定める「週休２日工事」を確保
できる工期を受発注者間で共有した後、「休日取得計画
表（島根県版）」等により取得計画を施工計画書に記載
し、監督職員へ提出するものとする。

（２）受注者は、受注者希望型においては、契約後、施
工計画書の提出時に、「週休２日工事」または「週休２
日交替制工事」の実施希望の有無を発注者に書面（別紙
様式１）にて報告するものとする。　ただし、港湾空港
課所管の空港事業は、「週休２日交替制工事」を選択す
ることができない。

（２）受注者は、受注者希望型においては、契約後、施
工計画書の提出時に、「週休２日工事」または「週休２
日交替制工事」の実施希望の有無を発注者に書面（別紙
様式１）にて報告するものとする。　ただし、港湾空港
課所管の空港事業は、「週休２日交替制工事」を選択す
ることができない。

（３）受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する
場合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日の
確認方法を記載し、提出するものとする。

（３）受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場
合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日の確認
方法を記載し、提出するものとする。

（削除） （４）発注者が対象期間内での現場施工期間を７日未満
で想定し、契約時に対象外としていた工事について、現
場施工期間が７日以上必要なことが判明した場合は、受
発注者間の協議により週休２日対象工事とすることが妥
当と判断されれば、その対象とすることができる。な
お、その実施方法は「受注者希望型」に準ずる。

３　実施報告 ３　実施報告
＜略＞ ＜略＞

４　工事費の積算及び設計変更 ４　工事費の積算及び設計変更
発注者は、「発注者指定型」においては、それぞれの経
費に現場閉所月単位４週８休以上の補正係数を乗じた予
定価格で発注するものとする。
なお、現場閉所月単位４週８休以上が確保できなかった
場合は、現場閉所通期４週８休以上の補正係数に設計変
更するものとし、通期の週休２日が確保できなかった場
合は、補正なしとして設計変更するものとする。
発注者は、「受注者希望型」においては、週休２日の取
り組みに際して、対象期間中の現場の閉所または休日状
況に応じて、島根県週休２日工事試行要領（土木部編）
別紙１のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じて設
計変更するものとする。
「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り組み
を行った場合であっても、現場閉所率または休日が確保
できなかった事由について、疑義がある場合は受発注者
協議により確認すること。

発注者は、「発注者指定型」においては、それぞれの経
費に補正係数を乗じた予定価格で発注するものとし、現
場閉所４週８休以上が確保できなかった場合は、補正な
しとして設計変更するものとする。
発注者は、「受注者希望型」においては、週休２日の取
り組みに際して、対象期間中の現場の閉所または休日状
況に応じて、島根県週休２日工事試行要領（土木部編）
別紙１のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じて設
計変更するものとする。
「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り組み
を行った場合であっても、現場閉所率または休日が確保
できなかった事由について、疑義がある場合は受発注者
協議により確認すること。



新旧対照表　島根県週休２日工事特記仕様書（土木部編）
新 旧

５　履行証明書 ５　履行証明書
受注者は（２　実施方法）により週休２日に取り組み、
通期４週８休以上の現場閉所または休日が確認でき、か
つ竣工検査に合格した工事について、週休２日工事履行
証明書（様式２）により、発注者に履行証明を求めるこ
とができる。

受注者は（２　実施方法）により週休２日に取り組み、
４週６休以上の現場閉所または休日が確認でき、かつ竣
工検査に合格した工事について、週休２日工事履行証明
書（様式２）により、発注者に履行証明を求めることが
できる。

６　提出書類の虚偽 ６　提出書類の虚偽
＜略＞ ＜略＞
《参考》 《参考》
＜略＞ ＜略＞



受注者希望型 発注者指定型 受注者希望型 発注者指定型

1 当初、発注者が現場施工が短いと判断し、対象
外としていた工事について、7日以上となるこ
とが判明した場合、対象に入れることは可能
か。

（削除） （削除） 要領記載のとおり、可能で
す。

―

1 施工に必要な実日数が１日のような工事でも、
対象となるか。

対象となります。 左と同じ。 （新設） （新設）

4 週休２日工事の対象とした場合は、当初積算か
ら週休２日の補正を行うのか。

当初積算では週休２日の補正
を行いません。設計変更時に
現場閉所状況に応じて補正を
行ってください。

当初から月単位の補正を見込
みます。

当初積算では週休２日の補正
を行いません。設計変更時に
現場閉所状況に応じて補正を
行ってください。

当初から見込みます。

7 週休２日工事を希望した場合、４週８休を実施
しなければならないのか。

まずは月単位４週８休以上を
目指して、現場運営してくだ
さい。その結果、通期の４週
８休以上となった場合は、通
期の週休補正を行い、設計変
更します。

―

週休２日とは４週８休以上を
定義していますので、まずは
４週８休以上を目指して、現
場運営してください。その結
果、４週６休または４週７休
になった場合は、各々の閉所
率に応じて週休補正を行い、
設計変更します。

―

8 工期の前半は現場が稼働せず、残り１～２か月
の時点で本格的に動き出し、日曜日のみ休むよ
うな工事についても、工期全体の現場閉所率を
算出し、補正を行うのか。

（削除） （削除） 行います。 左と同じ。

②
実
施
方
法

新旧対照表　現場閉所による週休２日工事の試行についてのＱ＆Ａ（土木部編）

新 旧

　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ
　　Ｑ

①
対
象
工
事
の
選
定



受注者希望型 発注者指定型 受注者希望型 発注者指定型

新旧対照表　現場閉所による週休２日工事の試行についてのＱ＆Ａ（土木部編）

新 旧

　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ
　　Ｑ

9 月単位の確認において、例えば10月21日が工事
着手日の場合、10月31 日までをひと月として
週休２日の達成を確認するのか？それとも11月
21日までをひと月として週休２日の達成を確認
するのか？

10月21日から工事着手した場
合、10月31 日までをひと月と
して週休２日の達成を確認し
ます。その際達成の確認方法
は、その期間の28.5%で確認す
るか、もしくはその期間の土
日の合計数以上休工としてい
る場合において達成したとみ
なします。
なお、この考え方について
は、工期末の場合も同様で

左と同じ。 （新設） （新設）

10 工事着手日が月末で、その月の対象期間内に土
日がない場合、現場閉所しなくてもその月は達
成となるか。

その月対象期間内に土日がな
い場合は、現場閉所を行わな
くても、その月は４週８休以
上の現場閉所を行ったと認め
られます。

左と同じ。 （新設） （新設）

11 月単位の確認でその月の土日の合計数休んでい
るにも関わらず28.5%を達成できない
月は未達成になるのか？（例えば31 日の内8
日休み→25.8%）
それが対象期間を通して続く場合も未達成にな
るのか？

月単位での達成の確認方法は
その月で28.5%以上達成してい
るか確認する方法と、そ
の月において土日の合計数以
上休工としているか確認する
方法のどちらかで確認してく
ださい。

左と同じ。 （新設） （新設）

12 月単位の週休２日は達成したが、通期の週休２
日は達成できなかった場合、補正係数は通期。
月単位どちらで補正するのか。

月単位の補正係数で補正しま
す。

左と同じ。 （新設） （新設）

②
実
施
方
法



受注者希望型 発注者指定型 受注者希望型 発注者指定型

新旧対照表　現場閉所による週休２日工事の試行についてのＱ＆Ａ（土木部編）

新 旧

　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ
　　Ｑ

13 対象期間が数日で、対象期間内に土日がない場
合は、現場閉所をしなくても達成となるのか。

月単位で達成となるため、月
単位の補正係数で補正しま
す。

左と同じ。 （新設） （新設）

20 工事全体を一時中止にする期間は対象期間に含
まないとあるが、建設工事積算基準に記載の算
定方法に基づき、一時中止の増加費用等を算出
する場合については、週休２日工事の補正は行
うのか。

建設工事積算基準の「工事に
おける工期の延長に伴う増加
費用の積算について」の算定
方法による費用算出を行う場
合、算出に用いる土木一般世
話役（Ｒ）には週休２日工事
の補正を行いません。また、
積上げ費用（α）に週休２日
工事の補正は行いません。

左と同じ。 建設工事積算基準の「工事の
一時中止に伴う増加費用等の
積算について」の算定方法に
よる費用算出を行う場合、算
出に用いる土木一般世話役
（Ｒ）には週休２日工事の補
正を行いません。また、積上
げ費用（α）に週休２日工事
の補正は行いません。

左と同じ。

④
工
事
費
の
積
算

33 見積で歩掛を設定している場合の補正方法は。 週休２日でない場合の見積仕
様を示した上で見積を行って
いて、歩掛内の労務費・機械
経費（賃料）の区分が明確で
ある場合は、要領記載の積算
方法に基づく補正を行うこと
ができます。

左と同じ。 ４週６休未満の見積仕様を示
した上で見積を行っていて、
歩掛内の労務費・機械経費
（賃料）の区分が明確である
場合は、要領記載の積算方法
に基づく補正を行うことがで
きます。

左と同じ。

②
実
施
方
法



7 週休２日工事を希望した場合、４週８休を実施
しなければならないのか。

8 工期の前半は現場が稼働せず、残り１～２か月
の時点で本格的に動き出し、日曜日のみ休むよ
うな工事についても、工期全体の現場閉所率を
算出し、補正を行うのか。

21 工事全体を一時中止にする期間は対象期間に含
まないとあるが、建設工事積算基準に記載の算
定方法に基づき、一時中止の増加費用等を算出
する場合については、週休２日工事の補正は行
うのか。

新旧対照表　交替制による週休２日工事の試行についてのＱ＆Ａ（土木部編（空港除く））

新 旧

　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ
　　Ｑ

受注者希望型 受注者希望型

②
実
施
方
法

まずは月単位４週８休以上を目指して、現場運営してくださ
い。その結果、通期の４週８休以上となった場合は、通期の
週休補正を行い、設計変更します。

週休２日とは４週８休以上を定義していますので、まずは４
週８休以上を目指して、現場運営してください。その結果、
４週６休または４週７休になった場合は、各々の閉所率に応
じて週休補正を行い、設計変更します。

（削除） 行います。

建設工事積算基準の「工事における工期の延長に伴う増加費
用の積算について」の算定方法による費用算出を行う場合、
算出に用いる土木一般世話役（Ｒ）には週休２日工事の補正
を行いません。また、積上げ費用（α）に週休２日工事の補
正は行いません。

建設工事積算基準の「工事の一時中止に伴う増加費用等の積
算について」の算定方法による費用算出を行う場合、算出に
用いる土木一般世話役（Ｒ）には週休２日工事の補正を行い
ません。また、積上げ費用（α）に週休２日工事の補正は行
いません。



新旧対照表　島根県週休２日工事試行要領（農林水産部編）
新 旧

第１条　＜略＞ 第１条　＜略＞

（定義） （定義）
第２条「週休２日工事」における「通期の週休２日」
とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を
行ったと認められる状態（以下、現場閉所通期４週８
休以上）をいう。

第２条　「週休２日工事」における「週休２日」と
は、対象期間において、週休２日相当の現場閉所（以
下、現場閉所４週８休以上）を行うことをいう。

２　「対象期間」とは、工事着手日（現場事務所等の
設置、または測量の開始）から工期末の２０日前まで
の期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日
間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一
時中止している期間のほか、発注者が週休２日の対象
外とする期間は含まない。

２　「対象期間」とは、工事着手日（現場事務所等の
設置、または測量の開始）から工期末の２０日前まで
の期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日
間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一
時中止している期間のほか、発注者が週休２日の対象
外とする期間は含まない。

３　「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検
等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業を
行う場合を除き、１日を通して現場及び現場事務所が
閉所された状態をいう。なお、現場事務所または会社
等で当該工事に関連する事務作業を行う場合は現場閉

３　「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検
等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業を
行う場合を除き、１日を通して現場及び現場事務所が
閉所された状態をいう。なお、現場事務所または会社
等で当該工事に関連する事務作業のみを行う場合は現

（対象工事） （対象工事）
第３条　島根県農林水産部（水産課・森林整備課を除
く）が所管する全ての工事を対象とする。

第３条　島根県農林水産部（水産課を除く）が所管す
る全ての工事を対象とする。

（発注方式） （発注方式）
第４条　「週休２日工事」の発注方式は、発注時点で
「週休２日工事」を実施することを発注者が指定した
「発注者指定型」を原則とする。ただし、第３項の対
象となる工事は除く。

第４条　「週休２日工事」の発注方式は、発注時点で
「週休２日工事」を実施することを発注者が指定した
「発注者指定型」を原則とする。ただし、第３項の対
象となる工事は除く。

２　「発注者指定型」
発注者が、発注時から受注者に対して通期の週休２日
の確保に取り組むことを指定する発注方式である。

２　「発注者指定型」
発注者が、発注時から受注者に対して週休２日の確保
に取り組むことを指定する発注方式である。

３　「受注者希望型」
受注者が、工事着手前に発注者と協議し、通期の週休
２日の確保に取り組むか否かを選択する発注方式であ
る。対象となる工事は、以下のいずれかとする。
（１）災害復旧工事
（２）社会的要請等により早期の工事完成が望まれる
工事
例１）緊急的、時間的制約があるもの
例２）工期に関する特記仕様書「２．当初工期の設定
において、制限となる事項の有無」において、「制限
あり」とした工事
（３）道路及び河川維持管理業務（一括発注方式）等
の履行期限があらかじめ決められているもの

また、現場閉所を原則とするが、困難と判断した場
合、受注者は「週休２日交替制工事」を選択すること
ができる。
「週休２日交替制工事」における「通期の週休２日」
とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交
替しながら、週休２日相当（以下、交替制通期４週８
休以上）の休日を確保する工事のことをいう。
「技術者及び技能労働者」とは、施工体制台帳に記載
した元請業者及び下請業者における、現場に従事した
全ての技術者及び技能労働者をいう。ただし、対象工

３　「受注者希望型」
受注者が、工事着手前に発注者と協議し、週休２日の
確保に取り組むか否かを選択する発注方式である。対
象となる工事は、以下のいずれかとする。
１）災害復旧工事
（２）社会的要請等により早期の工事完成が望まれる
工事
例１）緊急的、時間的制約があるもの
例２）工期に関する特記仕様書「２．当初工期の設定
において、制限となる事項の有無」において、「制限
あり」とした工事
（３）道路及び河川維持管理業務（一括発注方式）等
の履行期限があらかじめ決められているもの

また、現場閉所を原則とするが、困難と判断した場
合、受注者は「週休２日交替制工事」を選択すること
ができる。
「週休２日交替制工事」における「週休２日」とは、
対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しな
がら、週休２日相当（以下、交替制４週８休以上）の
休日を確保する工事のことをいう。
「技術者及び技能労働者」とは、施工体制台帳に記載
した元請業者及び下請業者における、現場に従事した
全ての技術者及び技能労働者をいう。ただし、対象工

（実施方法） （実施方法）
第５条　発注者は、設計図書に「島根県週休２日工事
特記仕様書」を添付し、一般競争入札においては入札
公告文の表紙に、指名競争入札においては仕様書の表
紙の記事欄に、「週休２日工事（発注者指定型）」ま
たは「週休２日工事（受注者希望型）」である旨を明

第５条　発注者は、設計図書に「島根県週休２日工事
特記仕様書」を添付し、一般競争入札においては入札
公告文の表紙に、指名競争入札においては仕様書の表
紙の記事欄に、「週休２日工事（発注者指定型）」ま
たは「週休２日工事（受注者希望型）」である旨を明

２　受注者は、「発注者指定型」においては、<工期に関
する特記仕様書>に定める「週休２日工事」を確保できる
工期を受発注者間で共有した後、「休日取得計画表（島
根版）」等により取得計画を施工計画書に記載し、監督
職員へ提出するものとする。

２　受注者は、「発注者指定型」においては、<工期に関
する特記仕様書>に定める「週休２日工事」を確保できる
工期を受発注者間で共有した後、「休日取得計画表（島
根版）」等により取得計画を施工計画書に記載し、監督
職員へ提出するものとする。



新旧対照表　島根県週休２日工事試行要領（農林水産部編）
新 旧

３　受注者は、「受注者希望型」においては、契約後、
施工計画書の提出時に、「週休２日工事」または「週休
２日交替制工事」の実施希望の有無を書面により発注者
に報告するものとする。

３　受注者は、「受注者希望型」においては、契約後、
施工計画書の提出時に、「週休２日工事」または「週休
２日交替制工事」の実施希望の有無を書面により発注者
に報告するものとする。

４　受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場
合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日の確
認方法を記載し、提出するものとする。

４　受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場
合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日の確
認方法を記載し、提出するものとする。

（削除） ５　発注者が対象期間内での現場施工期間を７日未満
で想定し、契約時に対象外としていた工事について、
現場施工期間が７日以上必要なことが判明した場合
は、受発注者間の協議により週休２日対象工事とする
ことが妥当と判断されれば、その対象とすることがで
きる。なお、その実施方法は「受注者希望型」に準ず

５　その他実施にあたっては「島根県週休２日工事特
記仕様書」により行うものとする。

６　その他実施にあたっては「島根県週休２日工事特
記仕様書」により行うものとする。

第６条　＜略＞ 第６条　＜略＞

(工事費の積算及び設計変更) (工事費の積算及び設計変更)
第７条　発注者は、「発注者指定型」においては、そ
れぞれの経費に別紙１の現場閉所通期４週８休以上の
補正係数を乗じた予定価格で発注するものとし、現場
閉所通期４週８休以上が確保できなかった場合は、補
正なしとして設計変更するものとする。

第７条　発注者は、「発注者指定型」においては、そ
れぞれの経費に別紙１の現場閉所４週８休以上の補正
係数を乗じた予定価格で発注するものとし、現場閉所
４週８休以上が確保できなかった場合は、補正なしと
して設計変更するものとする。

２　発注者は、「受注者希望型」においては、週休２
日の取り組みに際して、対象期間中の現場の閉所また
は休日状況に応じて、別紙１のとおり、それぞれの経
費に補正係数を乗じて設計変更するものとする。

２　発注者は、「受注者希望型」においては、週休２
日の取り組みに際して、対象期間中の現場の閉所また
は休日状況に応じて、別紙１のとおり、それぞれの経
費に補正係数を乗じて設計変更するものとする。

３　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取
り組みを行った場合であっても、現場閉所率または休
日が確保できなかった事由について、疑義がある場合
は受発注者協議により確認すること。

３　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取
り組みを行った場合であっても、現場閉所率または休
日が確保できなかった事由について、疑義がある場合
は受発注者協議により確認すること。

（履行証明書） （履行証明書）
第８条　発注者は、第５条に定められた実施方法により
週休２日に取り組み、通期４週８休以上の現場閉所また
は休日が確認でき、かつ竣工検査に合格した工事につい
て、受注者から「週休２日工事履行証明書」（様式２）
が提出された場合、記載内容を確認の上、週休２日工事
の履行を証明するものとする。

第８条　発注者は、第５条に定められた実施方法により
週休２日に取り組み、４週６休以上の現場閉所または休
日が確認でき、かつ竣工検査に合格した工事について、
受注者から「週休２日工事履行証明書」（様式２）が提
出された場合、記載内容を確認の上、週休２日工事の履
行を証明するものとする。

第９条　＜略＞ 第９条　＜略＞

附則 附則
（施行期日） （施行期日）
　この要領は、令和５年８月１日から施行する。 　この要領は、令和５年８月１日から施行する。
（施行期日） （施行期日）
　この要領は、令和６年２月２２日から施行する。 　この要領は、令和６年２月２２日から施行する。
（施行期日） （施行期日）
　この要領は、令和６年４月１日から施行する。 　この要領は、令和６年４月１日から施行する。
（施行期日） （追記）
　この要領は、令和６年１０月１日から施工する。

（適用） （適用）
この要領は、施行日以降に起案する発注工事等から適
用する。

この要領は、施行日以降に起案する発注工事等から適
用する。



新旧対照表　島根県週休２日工事試行要領（農林水産部編）
新 旧

別紙１ 別紙１
（１）現場の閉所または休日状況 （１）現場の閉所または休日状況
①通期４週８休以上
現場閉所率または技術者及び技能労働者の休日率※１
が２８．５％（８日／２８日）以上の場合

①４週８休以上
現場閉所率または技術者及び技能労働者の休日率※１
が２８．５％（８日／２８日）以上の場合

（削除） ②４週７休以上４週８休未満
現場閉所率または技術者及び技能労働者の休日率※１
が２５．０％（７日／２８日）以上の場合

（削除） ③４週６休以上４週７休未満
現場閉所率または技術者及び技能労働者の休日率※１
が２１．４％（６日／２８日）以上の場合※１　技術者及び技能労働者の休日率とは、休日日数

／従事日数※２の割合の平均値をいう。
※２　従事日数とは、技術者及び技能労働者ごとの従
事期間の内、対象期間に含まない期間を除いた日数と
する。なお、技術者及び技能労働者ごとの従事期間
は、施工体制台帳に記載された工期を基本とするが、
従事期間中に該当現場に従事しない期間が連続して
1ヶ月以上生じる場合は、その期間を従事期間から除
外する。その他疑義が生じた場合は受発注者協議によ
り、従事期間を確認し決定すること。

※１　技術者及び技能労働者の休日率とは、休日日数
／従事日数※２の割合の平均値をいう。
※２　従事日数とは、技術者及び技能労働者ごとの従
事期間の内、対象期間に含まない期間を除いた日数と
する。なお、技術者及び技能労働者ごとの従事期間
は、施工体制台帳に記載された工期を基本とするが、
従事期間中に該当現場に従事しない期間が連続して
1ヶ月以上生じる場合は、その期間を従事期間から除
外する。その他疑義が生じた場合は受発注者協議によ
り、従事期間を確認し決定すること。

（２）補正係数 （２）補正係数
　１）週休２日工事 　１）週休２日工事

・市場単価方式による積算にあたっては、別表１に示す
補正係数を乗じるものとする。
・土木工事標準単価による積算にあたっては別表２に示
す補正係数を乗じるものとする。
・下段( )書きの数値は、土地改良事業等請負工事積算基
準（土木工事）を適用する工種（ほ場整備工事、農用地
造成工事、舗装工事、道路改良工事、水路トンネル工
事、水路　　工事、排水路工事、河川工事、管水路工
事、管更正工事、畑かん施設工事、干拓工事、海岸工
事、コンクリート補修工事、ため池工事、その他土木工
事（１）、その他土木工事（２）、フィルダム工事、コ
ンクリートダム工事）

・市場単価方式による積算にあたっては、別表１に示す
補正係数を乗じるものとする。
・土木工事標準単価による積算にあたっては別表２に示
す補正係数を乗じるものとする。
・下段( )書きの数値は、土地改良事業等請負工事積算基
準（土木工事）を適用する工種（ほ場整備工事、農用地
造成工事、舗装工事、道路改良工事、水路トンネル工
事、水路　　工事、排水路工事、河川工事、管水路工
事、管更正工事、畑かん施設工事、干拓工事、海岸工
事、コンクリート補修工事、ため池工事、その他土木工
事（１）、その他土木工事（２）、フィルダム工事、コ
ンクリートダム工事）

　２）週休２日交替制工事 　２）週休２日交替制工事

・市場単価方式による積算にあたっては、別表１に示す通期の
補正係数を乗じるものとする。
・土木工事標準単価による積算にあたっては別表２に示す通期
の補正係数を乗じるものとする。

・土木工事標準単価による積算にあたっては別表２に示す補正
係数を乗じるものとする。

 労務費 
機械経費 

（賃料） 
共通仮設費率 現場管理費率 

①現場閉所 

４週８休以上 

1.05 

(1.05) 

1.04 

(1.04) 

1.04 

(1.04) 

1.06 

(1.09) 

②現場閉所 

４週７休以上 

４週８休未満 

1.03 

(1.03) 

1.03 

(1.03) 

1.03 

(1.03) 

1.04 

(1.07) 

③現場閉所 

４週６休以上 

４週７休未満 

1.01 

(1.01) 

1.01 

(1.01) 

1.02 

(1.02) 

1.03 

(1.05) 

 

 労務費 
機械経費 

（賃料） 
共通仮設費率 現場管理費率 

①現場閉所通期 

４週８休以上 

1.02 

(1.02) 

1.02 

(1.02) 

1.02 

(1.02) 

1.03 

(1.05) 

 



新旧対照表　島根県週休２日工事特記仕様書（農林水産部編）
新 旧

本工事は、島根県週休２日工事（以下「週休２日工
事」）の対象である。

本工事は、島根県週休２日工事（以下「週休２日工
事」）の対象である。

１　定義 １　定義
（１）「週休２日工事」における「通期の週休２日」
とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を
行ったと認められる状態（以下、現場閉所通期４週８
休以上）をいう。

（１）「週休２日工事」における「週休２日」とは、
対象期間において、週休２日相当の現場閉所（以下、
現場閉所４週８休以上）をすることをいう。

２　「対象期間」とは、工事着手日（現場事務所等の
設置、または測量の開始）から工期末の２０日前まで
の期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日
間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一
時中止している期間のほか、発注者が週休２日の対象
外とする期間は含まない。

２　「対象期間」とは、工事着手日（現場事務所等の
設置、または測量の開始）から工期末の２０日前まで
の期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日
間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一
時中止している期間のほか、発注者が週休２日の対象
外とする期間は含まない。

３　「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検
等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業を
行う場合を除き、１日を通して現場及び現場事務所が
閉所された状態をいう。なお、現場事務所または会社
等で当該工事に関連する事務作業を行う場合は現場閉

３　「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検
等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業を
行う場合を除き、１日を通して現場及び現場事務所が
閉所された状態をいう。なお、現場事務所または会社
等で当該工事に関連する事務作業のみを行う場合は現

２　実施方法 ２　実施方法
（１）受注者は、発注者指定型においては、契約後、<工
期に関する特記仕様書>に定める「週休２日工事」を確保
できる工期を受発注者間で共有した後、「休日取得計画
表（島根県版）」等により取得計画を施工計画書に記載
し、監督職員へ提出するものとする。

（１）受注者は、発注者指定型においては、契約後、<工
期に関する特記仕様書>に定める「週休２日工事」を確保
できる工期を受発注者間で共有した後、「休日取得計画
表（島根県版）」等により取得計画を施工計画書に記載
し、監督職員へ提出するものとする。

（２）受注者は、受注者希望型においては、契約後、施
工計画書の提出時に、「週休２日工事」または「週休２
日交替制工事」の実施希望の有無を発注者に書面（別紙
様式１）にて報告するものとする。

（２）受注者は、受注者希望型においては、契約後、施
工計画書の提出時に、「週休２日工事」または「週休２
日交替制工事」の実施希望の有無を発注者に書面（別紙
様式１）にて報告するものとする。

（３）受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場
合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日の確認
方法を記載し、提出するものとする。

（３）受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場
合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日の確認
方法を記載し、提出するものとする。

（削除） （４）発注者が対象期間内での現場施工期間を７日未満
で想定し、契約時に対象外としていた工事について、現
場施工期間が７日以上必要なことが判明した場合は、受
発注者間の協議により週休２日対象工事とすることが妥
当と判断されれば、その対象とすることができる。な
お、その実施方法は「受注者希望型」に準ずる。

３　実施報告 ３　実施報告
＜略＞ ＜略＞

４　工事費の積算及び設計変更 ４　工事費の積算及び設計変更
発注者は、「発注者指定型」においては、それぞれの経
費に現場閉所通期４週８休以上の補正係数を乗じた予定
価格で発注するものとし、現場閉所通期４週８休以上が
確保できなかった場合は、補正なしとして設計変更する
ものとする。
発注者は、「受注者希望型」においては、週休２日の取
り組みに際して、対象期間中の現場の閉所または休日状
況に応じて、島根県週休２日工事試行要領（農林水産部
編）別紙１のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じ
て設計変更するものとする。
「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り組み
を行った場合であっても、現場閉所率または休日が確保
できなかった事由について、疑義がある場合は受発注者
協議により確認すること。

発注者は、「発注者指定型」においては、それぞれの経
費に補正係数を乗じた予定価格で発注するものとし、現
場閉所４週８休以上が確保できなかった場合は、補正な
しとして設計変更するものとする。
発注者は、「受注者希望型」においては、週休２日の取
り組みに際して、対象期間中の現場の閉所または休日状
況に応じて、島根県週休２日工事試行要領（農林水産部
編）別紙１のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じ
て設計変更するものとする。
「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り組み
を行った場合であっても、現場閉所率または休日が確保
できなかった事由について、疑義がある場合は受発注者
協議により確認すること。

５　履行証明書 ５　履行証明書
受注者は（２　実施方法）により週休２日に取り組
み、通期４週８休以上の現場閉所または休日が確認で
き、かつ竣工検査に合格した工事について、週休２日
工事履行証明書（様式２）により、発注者に履行証明
を求めることができる。

受注者は（２　実施方法）により週休２日に取り組
み、４週６休以上の現場閉所または休日が確認でき、
かつ竣工検査に合格した工事について、週休２日工事
履行証明書（様式２）により、発注者に履行証明を求
めることができる。

６　提出書類の虚偽 ６　提出書類の虚偽
＜略＞ ＜略＞
《参考》 《参考》
＜略＞ ＜略＞



受注者希望型 発注者指定型 受注者希望型 発注者指定型

1 当初、発注者が現場施工が短いと判断し、対象
外としていた工事について、7日以上となるこ
とが判明した場合、対象に入れることは可能
か。

（削除） （削除） 要領記載のとおり、可能で
す。

―

1 施工に必要な実日数が１日のような工事でも、
対象となるか。

対象となります。 左と同じ。 （新設） （新設）

7 週休２日工事を希望した場合、４週８休を実施
しなければならないのか。

（削除） （削除） 週休２日とは４週８休以上を
定義していますので、まずは
４週８休以上を目指して、現
場運営してください。その結
果、４週６休または４週７休
になった場合は、各々の閉所
率に応じて週休補正を行い、
設計変更します。

―

8 工期の前半は現場が稼働せず、残り１～２か月
の時点で本格的に動き出し、日曜日のみ休むよ
うな工事についても、工期全体の現場閉所率を
算出し、補正を行うのか。

（削除） （削除） 行います。 左と同じ。

13 工事全体を一時中止にする期間は対象期間に含
まないとあるが、建設工事積算基準に記載の算
定方法に基づき、一時中止の増加費用等を算出
する場合については、週休２日工事の補正は行
うのか。

建設工事積算基準の「工事に
おける工期の延長に伴う増加
費用 等の積算について」の算
定方法による費用算出を行う
場合、算出に用いる土木一般
世話役（Ｒ）には週休２日工
事の補正を行いません。ま
た、積上げ費用（α）に週休
２日工事の補正は行いませ
ん。

左と同じ。 建設工事積算基準の「工事の
一時中止に伴う増加費用等の
積算について」の算定方法に
よる費用算出を行う場合、算
出に用いる土木一般世話役
（Ｒ）には週休２日工事の補
正を行いません。また、積上
げ費用（α）に週休２日工事
の補正は行いません。

左と同じ。

②
実
施
方
法

新旧対照表　現場閉所による週休２日工事の試行についてのＱ＆Ａ（農林水産部編）

新 旧

　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ
　　Ｑ

①
対
象
工
事
の
選
定



受注者希望型 発注者指定型 受注者希望型 発注者指定型

新旧対照表　現場閉所による週休２日工事の試行についてのＱ＆Ａ（農林水産部編）

新 旧

　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ
　　Ｑ

④
工
事
費
の
積
算

33 見積で歩掛を設定している場合の補正方法は。 週休２日でない場合の見積仕
様を示した上で見積を行って
いて、歩掛内の労務費・機械
経費（賃料）の区分が明確で
ある場合は、要領記載の積算
方法に基づく補正を行うこと
ができます。

左と同じ。 ４週６休未満の見積仕様を示
した上で見積を行っていて、
歩掛内の労務費・機械経費
（賃料）の区分が明確である
場合は、要領記載の積算方法
に基づく補正を行うことがで
きます。

左と同じ。



7 週休２日工事を希望した場合、４週８休を実施
しなければならないのか。

8 工期の前半は現場が稼働せず、残り１～２か月
の時点で本格的に動き出し、日曜日のみ休むよ
うな工事についても、工期全体の現場閉所率を
算出し、補正を行うのか。

21 工事全体を一時中止にする期間は対象期間に含
まないとあるが、建設工事積算基準に記載の算
定方法に基づき、一時中止の増加費用等を算出
する場合については、週休２日工事の補正は行
うのか。

新旧対照表　交替制による週休２日工事の試行についてのＱ＆Ａ（農林水産部編）

新 旧

　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ
　　Ｑ

受注者希望型 受注者希望型

②
実
施
方
法

（削除） 週休２日とは４週８休以上を定義していますので、まずは４
週８休以上を目指して、現場運営してください。その結果、
４週６休または４週７休になった場合は、各々の閉所率に応
じて週休補正を行い、設計変更します。

（削除） 行います。

建設工事積算基準の「工事における工期の延長に伴う増加費
用等の積算について」の算定方法による費用算出を行う場
合、算出に用いる土木一般世話役（Ｒ）には週休２日工事の
補正を行いません。また、積上げ費用（α）に週休２日工事
の補正は行いません。

建設工事積算基準の「工事の一時中止に伴う増加費用等の積
算について」の算定方法による費用算出を行う場合、算出に
用いる土木一般世話役（Ｒ）には週休２日工事の補正を行い
ません。また、積上げ費用（α）に週休２日工事の補正は行
いません。










